
　
免
除
は
、
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て

お
り
、免
除
が
承
認
さ
れ
る
場
合
、

申
請
を
し
た
月
の
前
月
か
ら
６
月

ま
で
が
承
認
さ
れ
ま
す
。
希
望
さ

れ
る
方
は
お
早
め
に
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係
の
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
請
は

毎
年
必
要
で
す
。 

　
免
除
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
本

人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の

所
得
を
審
査
し
て
決
ま
り
ま
す
。

免
除
と
な
る
所
得
の
基
準
は
、
個

人
個
人
で
異
な
り
、
本
人
・
配
偶

者
・
世
帯
主
全
員
の
前
年
所
得
が
、

定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

☆
計
算
式
＝
３５
万
＋
３５
万
×
扶
養

し
て
い
る
人
数
＋
２４
万
（
誰
か
を

扶
養
し
て
い
る
場
合
に
加
算
）    

　
全
額
免
除
の
基
準
は
「
何
人
扶

養
し
て
い
る
か
」
で
す
。 

例
…
４
人
世
帯
（
夫
婦
、
子
２
人
）

で
、
夫
が
妻
と
子
を
扶
養
に
し
て

い
る
場
合 

　
夫
の
基
準
＝
３５
万
（
本
人
分
）

＋
３５
万
×
３
（
妻
と
子
２
人
分
）

＋
２４
万
＝
１
６
４
万 

　
妻
の
基
準
＝
３５
万
（
妻
自
身
は

誰
も
扶
養
し
て
い
な
い
た
め
本
人

分
の
み
） 

　
夫
の
前
年
の
所
得
が
１
６
４
万

以
下
、
妻
の
所
得
が
３５
万
以
下
な

ら
ば
、
全
額
免
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。 

☆
半
額
免
除
の
基
準
は
「
何
人
扶

養
し
て
い
る
か
」
と
「
前
年
に
受

け
た
各
種
控
除
額
」の
合
計
で
す
。 

　
ま
ず
、
扶
養
し
て
い
る
人
の
内

訳
に
よ
っ
て
次
の
表
の
よ
う
に
計

算
さ
れ
ま
す
。 

　
次
に
、
以
下
の
控
除
を
受
け
て

い
る
と
き
に
は
、
そ
の
合
計
額
を

加
算
し
ま
す
。 

例
…
４
人
世
帯
（
夫
婦
、子
２
人
）

で
、
夫
が
妻
と
子
を
扶
養
に
し
て

い
る
場
合
（
子
ど
も
は
１５
歳
と
１８

歳
と
す
る
） 

　
夫
の
基
準
＝
６８
万
（
本
人
分
）

＋
６３
万
（
１８
歳
の
子
）
＋
３８
万
×

２（
妻
と
１５
歳
の
子
）＋
各
種
控
除 

　
妻
の
基
準
＝
６８
万
（
妻
自
身
は

誰
も
扶
養
し
て
い
な
い
た
め
本
人

分
の
み
）
＋
各
種
控
除 

　
夫
の
前
年
の
所
得
が
２
０
７
万

円
と
各
種
控
除
の
合
計
額
以
下
、

妻
の
所
得
が
６８
万
円
と
各
種
控
除

の
合
計
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
半
額

免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

※
前
年
の
所
得
の
ほ
か
に
、
天
災

や
失
業
、
事
業
の
廃
止
の
場
合
に

も
審
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ

の
際
は
、
公
的
機
関
で
発
行
す
る

証
明
書
等
を
添
え
て
、
免
除
を
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
　
年
金
係
　
２
１
６
４ 

●
平
成
１６
年
度
分
の
国
保
税
納
税

通
知
書
は
、
７
月
中
旬
ま
で
に
世

帯
主
あ
て
で
郵
送
し
ま
す
。 

●
納
期
は
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま

で
の
８
回
納
期
で
す
。
納
付
に
は

便
利
な
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し

ま
す
。
口
座
振
替
申
込
書
は
納
税

通
知
書
に
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
す
。 問 内 

問 

内 

　　国民健康保険係　２１６２ 

期　別 

納期限 

医 療 保 険 分  

第１期 

８月２日 

第２期 

８月３１日 

第３期 

９月３０日 

第４期 

１１月１日 

第５期 

１１月３０日 

第６期 

１２月２７日 

第７期 

１月３１日 

第８期 

２月２８日 

区 分  

① 所 得 割 額  

② 資 産 割 額  

③ 均 等 割 額  

④ 平 等 割 額  

介護保険分（４０歳以上６５歳未満の国保加入者） 

本 人 分  ６８万円 

老 人 控 除 対 象  
配 偶 者 ま た は  
老 人 扶 養 親 族  

１人につき４８万円 

１６歳 以 上２３歳  
未 満 の 扶 養 親  
族  

１人につき６３万円 

上 記 に 該 当 し  
な い 扶 養 親 族  
な ど  

１人につき３８万円 

国民健康保険税の計算方法 

国保税の納期 

区 　 　 　 分

① 所 得 割 額  

② 均 等 割 額  

計 　 算 　 方 　 法  

前年の所得金額 － 基礎控除（３３万円） 

本年度の固定資産税額（土地・家屋分） 

国保加入者１人につき 

加入者人数に関係なく１世帯につき 

計 　 算 　 方 　 法  

前年の所得金額 － 基礎控除（３３万円） 

４０歳以上６５歳未満の国保加入者１人につき 

税 　 　 　 率  

８．３０％  

３１．００％  

１６，８００円  

１８，０００円  

課税限度額  ５３０，０００円 

税 　 　 　 率  

０．８５％  

７，８００円  

課税限度額  ７０，０００円 

　国民年金の第１号被保険者（自営業者など）
で、保険料を納めることが困難な方には、申
請して保険料の全額または半額が免除される
制度があります。 

雑損控除、医療費控除、社会保険料

控除、小規模企業共済等掛金控除、

配偶者特別控除額に相当する額、障

害者（特別障害者）控除、寡婦（特

別寡婦）・寡夫控除、勤労学生者控除、

肉用牛の売却による事業所得にかか

る控除 

年
金
年
金
　

国
保
国
保�
年
金
年
金
　

国
保
国
保�
年
金
　

国
保�

平
成
平
成
１６
年
度
分
　

年
度
分
　
国
民
健
康
保
険
税
の

国
民
健
康
保
険
税
の�

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す�

平
成
平
成
１６
年
度
分
　

年
度
分
　
国
民
健
康
保
険
税
の

国
民
健
康
保
険
税
の�

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す�

平
成
１６
年
度
分
　
国
民
健
康
保
険
税
の�

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す�

国民年金保険料の国民年金保険料の�
免除制度があります免除制度があります�
国民年金保険料の国民年金保険料の�
免除制度があります免除制度があります�
国民年金保険料の�
免除制度があります�
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老
齢
・
遺
族
・
障
害
な
ど
公
的

年
金
給
付
を
受
け
て
い
る
受
給
権

者
の
方
は
、
継
続
し
て
年
金
を
受

け
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
、
毎
年
指
定
日
（
誕
生

日
の
末
日
。
た
だ
し
、
２０
歳
前
に

初
診
日
の
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害

基
礎
年
金
や
、
旧
福
祉
年
金
か
ら

裁
定
替
え
さ
れ
た
障
害
基
礎
年
金

・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は

７
月
末
日
と
な
り
ま
す
）ま
で
に
、

現
況
届
を
社
会
保
険
庁
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
現
況
届
は
指
定
日
の
属
す

る
月
の
初
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

そ
の
月
の
末
日
ま
で
に
必
ず
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。 

　
提
出
期
限
に
遅
れ
た
り
、
提
出

し
な
い
で
い
る
と
、
年
金
の
支
払

い
が
一
時
差
し
止
め
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
現
況
届
が
送
付
さ

れ
た
ら
指
定
日
ま
で
に
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。 

　
万
が
一
、
年
金
が
差
し
止
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
現
況
届

が
届
い
た
時
点
で
差
し
止
め
は
解

除
さ
れ
、
次
回
の
支
払
い
月
に
差

し
止
め
ら
れ
て
い
た
分
も
ま
と
め

て
支
払
い
が
さ
れ
ま
す
。 

　
年
金
が
裁
定
さ
れ
て
か
ら
１
年

を
経
過
し
て
い
な
い
方
や
、
年
金

の
全
額
が
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
現
況
届
の
提
出
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。 

　
複
数
の
年
金
を
受
け
て
い
る
方

で
も
、
例
外
を
除
き
、
１
枚
の
現

況
届
を
提
出
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
現
況
届
を
紛
失
さ
れ
た

り
、お
手
元
に
届
か
な
い
と
き
は
、

近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
（
ま
た

は
役
場
国
民
年
金
係
）
に
現
況
届

の
用
紙
が
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

　
　
年
金
係
　
２
１
６
４ 

　
（
昭
和
７
年
１０
月
１
日
以
後
生

ま
れ
の
方
） 

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
昭
和
７

年
１０
月
１
日
以
後
に
生
ま
れ
た
方

の「
国
保
高
齢
受
給
者
証（
白
色
）」

は
７
月
３１
日
が
有
効
期
限
で
す
。 

　
新
し
い
国
保
高
齢
受
給
者
証
は

７
月
下
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
の

で
、
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は

期
限
後
の
８
月
１
日
以
降
に
持
参

ま
た
は
郵
送
に
よ
り
返
却
を
お
願

い
し
ま
す
。 

●
医
療
機
関
で
は
国
保
の
保
険
証

　
と
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し
て

　
く
だ
さ
い
。 

　
　
国
民
健
康
保
険
係 

　
　
　
２
１
６
２ 

　
昭
和
７
年
９
月
３０
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
に
は
老
人
保
健
受
給
者

証
（
白
色
三
つ
折
り
）
を
交
付
し

て
あ
り
ま
す
が
、
保
険
医
療
機
関

で
の
本
人
の
負
担
区
分
（
１
割
ま

た
は
２
割
）
は
、
毎
年
定
期
的
に

前
年
の
所
得
を
基
準
に
見
直
し
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
受
給
者
証
の
表
紙
に
記
入
し
て

あ
る
負
担
区
分
が
変
更
に
な
る
方

に
は
、
７
月
中
に
通
知
を
送
付
し

ま
す
の
で
更
新
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。 

　
通
知
の
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
方

の
負
担
区
分
は
変
更
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
引
き
続
き
現
在
お
持
ち

の
受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。 

※
有
効
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変

　
わ
っ
た
方
は
、
保
険
年
金
課
に

　
お
届
け
を
お
願
い
し
ま
す
。 

●
医
療
機
関
で
は
健
康
保
険
証
と

　
老
人
保
健
受
給
者
証
を
提
示
し

　
て
く
だ
さ
い
。 

　
　
医
療
係
　
２
１
６
２ 

問 

内 

　新築、増築した家屋については、建築材料、床面積な
どを調査して、固定資産税の算出基礎となる評価額を決
定しなければなりません。 
　該当するお宅には、税務課職員が随時調査に伺います
ので、ご協力をお願いします。 
　また、家屋の全部あるいは一部を取り壊したときは、
町に連絡をお願いします。 
　　税務課固定資産税係　２１５４ 問 内 

　町税務課では、固定資産税など町税について納税窓
口を開設します。また、納税に関するご相談も受け付
けますので、どうぞご利用ください。 
日時　７月１７日�９時～１７時 
場所　役場 
　　管理徴収係　２１５５ 問 内 

問 

内 

問 

内 

国
保
高
齢
受
給
者
証

国
保
高
齢
受
給
者
証�

を
お
持
ち
の
方
へ

を
お
持
ち
の
方
へ�

国
保
高
齢
受
給
者
証

国
保
高
齢
受
給
者
証�

を
お
持
ち
の
方
へ

を
お
持
ち
の
方
へ�

国
保
高
齢
受
給
者
証�

を
お
持
ち
の
方
へ�

昭
和
７
年
９
月

昭
和
７
年
９
月
３０
日
以
日
以�

前
に
生
ま
れ
た
方
の
老

前
に
生
ま
れ
た
方
の
老�

人
保
健
受
給
者
証
の
更
新

人
保
健
受
給
者
証
の
更
新�

昭
和
７
年
９
月

昭
和
７
年
９
月
３０
日
以
日
以�

前
に
生
ま
れ
た
方
の
老

前
に
生
ま
れ
た
方
の
老�

人
保
健
受
給
者
証
の
更
新

人
保
健
受
給
者
証
の
更
新�

昭
和
７
年
９
月
３０
日
以�

前
に
生
ま
れ
た
方
の
老�

人
保
健
受
給
者
証
の
更
新�

町 税 休 日 納 税 窓 口 の 開 設 �

　県では、自動車税や不動産取得税など、県税につい
て納税窓口を開設します。また、納税に関する相談も
受け付けてますので、お気軽にご利用ください。 
日時　７月２５日�９時～１７時 
場所　上尾県税事務所 
　　�７７２－７１２８ 問 

県 税 休 日 納 税 窓 口 の 開 設 �

７月の納税　●固定資産税（２期）　● 国保税 （１期） 

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん�

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
！

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
！�

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん�

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
！

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
！�

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん�

現
況
届
は
忘
れ
ず
に
！�
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